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〔論文の内容の要旨〕 

 

 「地域国家（Stato regionale）」は、連邦国家と単一国家の中間に位置する国家モデルで

あり、イタリアやスペインがその代表例となる。イタリアでは現行の 1948年憲法によりそ

の基本理念が導入され、2001年の同憲法改正等を経て、現在の形となっている。単一国家

では国と地方との間で立法権を分有することはいかなる意味でも不可能とする公法学説が

強かった日本でも、今日では何らかの立法権分有の可能性が模索されている。非連邦国家

という点で共通性を持つイタリアでは、州は明らかに立法権を分有しており、また県や市

町村（コムーネ）といった地方自治体（本論文では地方団体と表現している）についても

ある種の立法権分有と呼びうるような状態が保障されている。イタリア憲法は、これまで

独自の国家モデルとして研究されることは日本ではほとんどなかった。したがって地域国

家の法的意味を分析することは、日本にとっても憲法学全体にとっても極めて有益である。

本論文は、イタリア憲法が示す地域国家モデルの本質とその展開方向を、その歴史や学説

を通じた分析と、立法、憲法改正及び憲法裁判所判決を通じた分析から総合的に解明する

ことを目指す野心作である。 

 

本論文は以下のように構成されている。 

 

序章 

 第 1節 先行研究の概観 

 第 2節 本稿の構成 

第 1章 序論 

 第 1節 イタリアにおける地方制度の概要 

 第 2節 イタリアにおける地域国家の進展 

  第 1款 1948年憲法における地域国家の誕生：揺籃期（1946年～1967年） 

  第 2款 通常州設置とその後の抑制：実施期（1967年～1990年） 

  第 3款 立法改革及び憲法改正：変革期（1990年～2001年） 

  第 4款 2001年改正以降の憲法改正をめぐる状況：再編期（2001年～2016年） 

  第 5款 小括 

 第 3節 イタリアにおける地方団体自治の現状 

  第 1款 従来の経緯 

  第 2款 地方団体の現状とそれに対する見直し 



 

 

  第 3款 小括 

第 2章 州及び地方団体の「立法権」の発展 

 第 1節 州の立法権をめぐる議論及び学説 

  第 1款 憲法制定議会における州の立法権をめぐる議論 

  第 2款 2001年憲法改正以前の州法に対する制約とその地位 

  第 3款 2001年憲法改正以後の州法に対する制約 

  第 4款 小括 

 第 2節 地方団体の憲章制定権及び規則制定権について 

  第 1款 憲章制定権 

  第 2款 規則制定権 

 第 3節 代表的事項における州法の実践等 

  第 1款 国と州の競合的立法権分野たる「州選挙制度」に関する州法の事例 

  第 2款 州の立法権限分野たる「観光」に関する州法の事例 

  第 3款 憲法裁判所による州の立法権分野の保護 

 第 4節 結論 

第 3章 立法権限配分等に関わる憲法裁判決の展開 

 第 1節 憲法裁判決の概観 

  第 1款 憲法訴訟の状況 

  第 2款 憲法裁判決における国の優位性 

 第 2節 横断的事項 

 第 3節 権限の交錯並びに誠実な協働原理及び優位性の基準（原理） 

  第 1款 権限の交錯並びに誠実な協働原理 

  第 2款 2011年判決第 330号（誠実な協働原理の事例） 

第 3款 優位性の基準（原理） 

第 4款 2005年判決第 234号（優位性の基準の事例） 

 第 4節 柔軟性原理 

 第 5節 補完性原理 

  第 1款 憲法上の補完性原理 

  第 2款 2003年判決第 303号 

 第 6節 憲法裁判決と主権論 

  第 1款 2002年判決第 106号による解釈 

  第 2款 2007年判決第 365号による解釈 

  第 3款 小括 

 第 7節 結論 

第 4章 上院の現状と近年の改革案 

 第 1節 上院の歴史と現状 



 

 

  第 1款 第二次世界大戦前における上院 

  第 2款 憲法制定議会における上院の性格をめぐる議論 

第 3款 第二次世界大戦後の運用 

第 4款 小括 

 第 2節 2001年憲法改正以降の二院制及び上院の改革案 

  第 1款 従来の改革案の傾向 

  第 2款 第 14立法期――2005年憲法改正案 

  第 3款 第 15立法期――2007年ヴィオランテ案 

  第 4款 第 16立法期――2011年憲法改正案 

  第 5款 第 17立法期――憲法改正委員会改革案から 2016年憲法改正案へ 

  第 6款 小括 

 第 3節 国の決定過程に対する州の参加〔補論 1〕 

  第 1款 憲法改正等 

  第 2款 「国家―州会議」――立法等に対する関与 

 第 4節 スペインにおける上院及び国の決定に対する州の参加〔補論 2〕 

 第 5節 結論 

第 5章 憲法上の財政自治権と財政連邦主義の展開 

 第 1節 概観 

 第 2節 憲法制定当初から 2001年憲法改正までの財政自治権 

 第 3節 2001年憲法改正後の財政自治権 

 第 4節 2009年法律第 42号の要点 

 第 5節 2009年法律第 42号の実施状況 

  第 1款 国有財産の地方への移転 

  第 2款 首都ローマの制度 

  第 3款 地方団体における標準的需要の決定 

  第 4款 コムーネレベルでの財政連邦主義 

  第 5款 通常州及び県の財政、保険部門における標準的費用等 

  第 6款 追加財源及び特別措置 

  第 7款 会計制度及び予算枠組の調和 

  第 8款 制裁及び報奨制度 

  第 9款 42号法の補完・補正 

 第 6節 結論 

終章 結論 

 第 1節 地域国家と連邦国家の比較 

  第 1款 地域国家をめぐる議論 

  第 2款 各項目に関する比較 



 

 

第 2節 地域国家モデルとそれが持つ示唆 

 第 1款 地域国家モデルの本質 

 第 2款 立法権配分モデルに関する考察 

 第 3款 上院モデルに関する考察 

 第 4款 小括 

第 3節 日本に与える示唆 

 第 1款 立法権配分の原理 

 第 2款 上院のあり方 

 第 3款 裁判官選出のあり方 

 

 以下、章ごとに内容を要約する。 

 

第 1章 序論 

 本章では、まず州、県、大都市、コムーネ（市町村）からなるイタリアの地方制度の概

要が示される。次に州を中心にした地域国家の進展が歴史的に概観される。ここでは 1948

年の現行憲法の制定当初から、「一にして不可分の共和国」という単一国家理念と自治と分

権の理念との両立可能性が追求されていたことが確認される。実際には州自治制度は 1970

年まで凍結されたが、1990年から 2001年の立法改革によって大幅に解除され、さらに 2001

年には国と州との権限関係を大幅に変革する憲法改正が実現する。その後は再編期となり、

一度は連邦制に接近した州自治権の拡大からの揺り戻しとそれを制度化する数次の憲法改

正の試みが紹介されている。加えて地方団体の分権化の現状も紹介される。なお本論文で

は、州及びそれ以下の地方団体を包括する概念として、「領域団体」という表現を用いてい

る。 

 

 第 2章 州及び地方団体の「立法権」の発展 

 本章では、国と州の立法権限配分を規定する第 117条に関する憲法制定議会の議論や州

立法権保障の拡充を主な特徴とする 2001年憲法改正を分析したうえで、州の立法権限に関

する代表的憲法学者の議論を分析する。そこから、州に連邦からの介入を認めない固有の

立法領域を保障する連邦制とは異なり、州の立法領域も国による一定の制約を受ける可能

性を認めつつ、地域固有の必要性があれば国の法律の例外として州の立法的関与も広く認

められるという折衷的な立法権分有の考え方が採られていることが明らかにされる。本論

文はそれを、事由ごとに最低限度の国による留保を伴う立法権分割と述べている。 

次に、州とは区別される地方団体の規則制定権の本質が分析される。地方団体の規則制

定権は立法による授権を要する二次的権限に留まるものの、2001年憲法改正以降は憲法上

にその根拠が認められたことと相まって、国の立法に対しても州の立法に対してもそれぞ

れ一定の留保権限領域が認められつつあることが示される。この視点から、本論文は、原



 

 

則に関わるものであるがゆえに、法律自身が地方団体の規則によるこれへの抵触を明白に

禁止したと解しうる一定事項を除き、法律で地方団体に配分された行政権限の実施事項に

関しては、地方団体の規則は法律の規定に抵触できるとする一部の学説を紹介している。 

なお、州についても地方団体についても、その統治形態、組織及び運営の基本原則を定

める規範として憲章の制定権が憲法上保障されている。本論文は、州の憲章制定権は州立

法権に含まれ、地方団体の憲章制定権は地方団体規則制定権に含まれるのでその本質と自

治保障のあり様は異なるとするが、その上で地方団体の憲章制定権について、単なる「階

統性の基準（ないし原理）」（＝常に法律に全面従属することを要求する原理）ではなく「権

限配分の基準（ないし原理）（＝法律により地方団体に権限が付与された後は、原則以外の

事項については地方団体の規範が法律に優越することを認める原理）」が規律するという解

釈を紹介し、それを裏付ける判決も存在することを指摘する。 

以上のように、州および地方団体の規範定立権（本論文はこれを法規制定権と呼ぶ）の

微妙な本質と保障のあり方についての学説や判例を分析した後に、本論文は州立法の具体

例として、国と州の競合的立法権分野については州選挙制度に関する州法律を、州単独の

立法権限分野については観光に関する州法律を内容豊かに紹介している。 

 

 第 3章 立法権限配分等に関わる憲法裁判決の展開 

 本章では、イタリアの憲法訴訟の全般的な傾向が示される。その分析によれば、①現実

に複数の事項が関係する場合には、憲法裁判所は国の専属的立法事項を定める憲法規定を

積極的に解釈し、国の立法者が統一的な規制を行うことを可能とする「横断的立法事項」

と判断する傾向が強い、②国と州それぞれの権限が重なっていて分割できない場合には、

州立法権侵害として訴えられた国の立法の核心が複数ある権限事項の 1つに属することが

明白である限り、これを優先することを通じて国の立法権に有利な判断を下す一方で、1つ

の事項が他より確実に優越すると認められない限りは、州の適当な参加手段を整えること

を国の立法に義務付けることで州の権限保護も図ってきた、③2001年憲法の条文上は国の

専属的権限及び国と州の競合的権限以外の残余部分は全て州の専属的立法事項と規定して

いるにもかかわらず、憲法裁判所はこうした残余事項に当たる問題を自動的に州の権限に

属すると判断してこなかった、④イタリアでは補完性原理は、地方団体が適切に権限を行

使できないことを理由にして、国が当該権限を吸い上げる機能を果たす傾向が強いところ、

この補完性原理は、憲法上は地方団体の行政権にのみ適用されるはずであるのに、憲法裁

判所は統一的な規制を行う必要がある場合に、この補完性原理を州立法権に対しても適用

して、州立法権を国に一定程度移転することを認める判決を下している。以上から分かる

ように、イタリア憲法裁判所は、過度の立法権分割に進みかけた 2001年憲法改正を、「誠

実な協働原理」、「優位性の基準」、「柔軟性原理」、「補完性原理」等の様々な判例理論を展

開することで非連邦国家の枠内に引き戻しつつ、適切な自治と分権のあり様を模索してき

たのである。 



 

 

 

 第 4章 上院の現状と近年の改革案 

 イタリアでは 1948年憲法の制定以来、上院に地域代表の性格を持たせる動きが常に現れ

てきた。しかし実際には、憲法制定時には上院を地域代表の府とすることへの同意は得ら

れず、上院も下院と同様に国民が議員を直接選挙し、権限も原則的に両院対等とされ、結

局は上院が「州を基礎として」選出される旨の文言が憲法に残されたにとどまった。その

後、90年代の上院改革案では、立法機能の面で上院に地域代表の性格を付与しようとする

試みが見られた。2016年の憲法改正案では、憲法条文上で、それまで国の専権事項及び国

と州間の競合事項として示されたもの以外のあらゆる事項に対する州の専属的な立法権を

認める規定を廃止し、全体として州の立法権限を縮減する代わりに、上院を地域代表府に

近づける選挙制度（上院議員を州議会から選出ことが基本となる）及び上院の権限の整理

（下院との対等性を止め、州や地方団体の利益を代表する諮問機関に変える）の方向が示

されている。本章は最後に、スペインの例も参照しつつ、連邦国家には至らない地域国家

のレベルで、憲法改正や国の法律制定等の国の重要事項の決定過程に州がどのように関与

すべきかを考察している。 

 

 第 5章 憲法上の財政自治権と財政連邦主義の展開 

 現行憲法の制定当初から、州には財政自治権が保障されていたものの、従来は不十分な

ものにとどまっていた。州の財政権限はあくまでも「国の法律で定める形式と範囲内にお

いて」という制約が課せられ、実際に州に課税権を認める税の範囲や州財政と国等の財政

との調整は国の法律に委ねられていた。さらに一定の支出権限は州に移譲されたものの、

財源の大半は国からの移転支出によるものであった。州における歳出と固有財源のかい離

も大きく、州間の格差も開いていた。2001年憲法改正及びそれに続く諸改革立法はこうし

た状況の変革を目指し、「財政連邦主義」の理念の下、州等の収入及び支出に関する自治権

の強化と、それを前提とした上で平衡化基金の設置が進められた。実際には、その実施は

法律の委任に基づく政令（立法命令）に委ねられており、11本の政令の制定によりイタリ

ア型の新たな「財政連邦主義」モデルが示されつつあった。しかし 2009年以降のイタリア

は、厳しい経済・金融危機に見舞われてしまい、その結果、緊急法律命令（独立命令とし

ての政令）等による再集権化の傾向も現れている。本論文の現状評価では、国と地方との

間の財政関係は、変化の兆しが見られるものの、未だに中央優位な状況に留まっていると

いうものである。 

 

 終章 結論 

 最後に本論文は、世界各国の連邦国家とイタリアの地域国家のそれぞれの特徴の比較を

試みる。そして、連邦国家も地域国家も典型的な特徴を次第に失いつつあることを確認し、

その区別を完全に相対化する見解（連邦国家も地域国家も単なる国家の連合体から集権化



 

 

された単一国家に至る連続線上に含まれるバリエーションの一つとして考える立場）にも

首肯できるところがあることを認める。しかしその上で、あえて現時点での仮説として、

以下のような地域国家モデルを提示する。すなわち地域国家といいうる特徴は、①国に一

定の権限が留保されたうえで、州も立法権を有すること、②国と州の立法権限配分が憲法

上明示されていること、③権限配分の実施に当たって、憲法裁判所が大きな役割を果たす

こと、④上院はなお地域代表になっておらず、州は憲法改正等の国の重要意思決定に重要

な関与ができないこと、⑤財政自治についても、財政調整を理由に国の制約が及ぶこと、

である。 

次に本論文は、地域国家の最大の特徴である州への立法権帰属の本質について結論付け

る。すなわちそれは、憲法から直接授権される点で国と対等の立法権でありながら、州の

専属的権限ではなく、事由ごとに最低限度の国による制約を受けるものである。つまり、

統一の要求に応じて国が介入できる一方で、過度の介入は憲法上の権限配分原理により歯

止めがかけられるのである。この結論は、非連邦国家では国のみが立法権を独占するとい

う伝統的な議論を打破する意義があると同時に、地方に専属的立法権を認めることで、国

の立法を通じたナショナルミニマムの保障を州の立法が掘り崩すことへの危惧を払しょく

する意義もある。 

加えて本論文は、こうした重複的な立法権分有の視点が、憲法上では立法権を配分され

ていない地方団体が持つ規則（憲章を含む）制定権と国または州の立法権との間の関係に

も一定程度応用可能であることを確認する。本論文によれば、イタリア憲法は、法律と地

方団体の規則（憲章含む）との間に、一次的立法と二次的立法という質的な差異を設けて

いるにせよ、地方団体が第 1次的立法により自らに与えられた権能の遂行に当たり、原則

以外の部分の規律は当該団体の規則制定権に委ねられていることを認めることで、その自

治権を保障しようとしている、というのである。その上で、このように一定の競合が認め

られる可能性を秘めた地方団体の規則について、国の法律への抵触・対抗の可能性がより

明白に認められる州の法律との共通性を強調して、イタリアの州及び地方団体はいずれも

憲法上その地位を保障された「領域団体」として、その法規制定権（法規範制定権）は、

程度の差こそあれ、多かれ少なかれ国の立法権と競合し抵触することが法理論上認められ

るとするのである（「可能体としての」地域国家の憲法モデルの成立）。 

最後に本論文は、以上の分析に基づき、地域国家とは異なる形で幅広い独自の条例制定

権を自治体に認める日本型の立法権分有制と、イタリアの「領域団体」の柔軟な立法権分

有制との間にも、一定の共通性が見られることを確認する。すなわち、日本でも条例制定

権に専権事項は認められず、条例の対象に国の立法が介入しこれを規律する可能性が認め

られているが、他方で事務の実施の場面では、地域適合的な事務の実施を保障する観点か

ら、条例に国の立法権に競合しうる余地を認めるからである。このように、本論文におけ

るイタリアの地域国家モデルの憲法原理の研究は、日本の憲法と地方自治研究の発展にと

っても有益な示唆を与えることとなったのである。 



 

 

〔論文審査の結果の要旨〕 

 

 本論文は、これまで日本の憲法学で十分に研究されてこなかったイタリアの国家構造を、

地域国家の概念を用いながら明快に分析した優れた研究の成果である。確かに地域国家モ

デルは、これまでの憲法学における連邦国家と単一国家の二分法の限界を打破し、非連邦

国家においても自治体が立法権を分有する可能性を切り開くものである。加えて本論文は、

単なる自治体の立法権の研究にとどまらず、イタリア憲法の諸特徴、とりわけ憲法裁判所

や二院制、財政自治権のあり方にまで分析対象を広げ、現代イタリア憲法の全体像を示し

た点でも優れている。本論文によって、地域国家における州は、国全体の統一の必要性か

らの国の法律による介入の可能性を受け入れつつ、なおも幅広い実質的な立法権限を保障

されるという柔軟な立法権分有制のあり方が確認され、また憲法裁判所の判決がこうした

立法権分有制の明確化に多大の貢献をしていることも明らかにされた。 

 次に、州以外の自治体（地方団体）の規範定立権である規則（憲章を含む）制定権の本

質の分析も注目される。本論文によれば、イタリアをモデルとする地域国家では、国や州

の法律と地方団体の規則との間には憲法から直接授権されるという意味での一次的立法と、

その立法が地方団体に行政権限を認める限りで、これに関する規範定立が認められるとい

う意味での二次的立法の差異があり、当該行政を処理するうえでの原則の定めについては

法律への完全従属（階統制の原理）が求められる。しかし原則以外の部分の定めについて

は、当該地方団体の規則制定による幅広い決定権が保障される。それゆえ法律で権限配分

がなされた後には、地方団体の規則が法律に優位する場面が生まれうるとされ（権限配分

の原理）、ここに地方団体立法権の憲法保障が見出される（「可能体としての」地域国家モ

デル）。本論文は、こうした視点をイタリアの法学界では一般的な概念である階統制と権限

配分の 2原理を用いて説明しているが、本論文上では定義が十分でないために、イタリア

憲法になじみのない者には分かりづらいのが残念である。しかし繰り返し読むならば、こ

こに地方団体の規則制定権保障の核心が示されていることや、ここには日本の条例制定権

保障の本質の解明にも寄与しうる視点が示されていることが分かるはずである。 

 審査委員会では以上の理由から、本論文が学問の発展に十分に寄与する質の高いもので

あり、課程博士の学位を与えるにふさわしい内容を持っていると判断した。特に、イタリ

ア語を駆使して学説や判例を網羅的かつ丹念に読み、他国と比較し、適切にまとめ上げた

点は、独立した研究者の資質を十分に示すものである。他方で審査の過程では、地域国家

は国家モデルではなく過渡的現象に過ぎないのではないかという疑問、地域国家という用

語自体の適切性、欧州統合における補完性原理とイタリアのそれとの関係、注の付け方の

不十分さなど、若干の問題点や疑問点も出された。しかし注については、リポジトリによ

る論文公開の時点で修正すれば治癒されると判断した。そして全体としてみれば、本論文

が日本の憲法学の発展にとって多大の貢献をなしうる優れた研究であり、学位論文のとし

ての質を十分に有していることは疑う余地がないと考える点で、全審査委員の一致を見た。 


